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研究成果の概要：（200字程度） 
 本研究は、グローバル化の下でいわゆる「租税競争」は生じていないこと、しかし包括所得

税から修正版包括的所得税への移行とでも呼べる現象が起きていることを明らかにした。また、

新しい公正課税の仕組みとして、特に給付付き税額控除に着目した研究を行ったが、この制度

は当初、就労インセンティブの向上に主眼を置いたものの、後に貧困問題解決のための再分配

政策手段に傾斜し、その意味で大きな成果を上げつつあることを明らかにした。 
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１． 研究開始当初の背景 

 

従来、租税は公共部門が必要とする経費の

財源調達手段であり、それを誰にどれだけ配

分することが公平かつ効率的なのかを経済

学的に明らかにすることが租税論の課題と

されてきた。しかし、租税の役割はそれだけ

ではない。租税は、所得格差の拡大を抑制し、

富を再分配し、地価の高騰を抑制し、そして

環境を改善するための政策手段としても用

いられてきた。つまり租税には、「財源調達

手段」としての役割のほかに、「政策手段」

としての役割が備わっている。 

申請者は、これまで政策課税の典型といえ

る環境税の研究に取り組んできた。しかし、

環境税に関する議論に参画する中で、環境税

の租税としての適格性を疑問視する指摘を

受けた。その代表的な論拠の一つは、政策課

税としての環境税が、租税の第 1目的である

財源調達目的と根本的に矛盾するのではな

いかというものである。このような疑問が生

じるのは、政策課税が政策目標の実現をその

主目的とし、租税本来の財源調達目的を副次

的としているために、政策目的を実現すれば
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するほど、その税収は減少するという特異な

税だという理解があるためである。 

他方、環境税が欧州を中心とする先進各国

の税制の中に定着しつつあるのも事実であ

る。また、ドイツでは最近、環境税を用いた

税制の政策利用に対して合憲判決が下され

た。日本でも産業廃棄物税に見られるように、

政策課税の適用が広がっている。これらのこ

とを考慮に入れるならば、環境税をはじめと

する政策課税とはいったい何なのか、それは

租税システムにおいてどのような機能を果

たし、租税論上どのように位置づけられるの

か、といった課題を本格的に解明していく必

要があると思われる。 

にもかかわらず、これまで｢政策課税論｣な

る領域が租税論の中に本格的に位置づけら

れたことはほとんどなかった。あったとして

も、極めて限定的に議論されていたに過ぎな

い。したがって、本研究の目的は、租税シス

テムを「政策課税」の観点から分析・評価す

ることによって、租税論にこれまでとは異な

る新たな側面から光を当て、租税概念の再検

討を通じてその内容を豊富化するとともに、

これらの知的作業を通じて租税政策の新た

な発展に寄与する点にある。 

 
２． 研究の目的 
 
本研究の学術的な特色と独創的な点は、こ

れまで断片的にしか論じられていなかった

以下のａ)～ｄ)の諸点を、少なくとも日本で

(あるいは世界的にも)先駆的に解明しよう

とする点にあるといえる。 

ａ)政策課税の事例分析・・・１)典型的な政

策課税＋２)基幹税の政策利用 

ｂ)政策課税の概念、およびその租税論上の

理論的基礎の構築 

ｃ)グローバル化と分権化による租税システ

ムの変容とその下での政策課税の可能性の

解明 

ｄ)政策課税をめぐるガバナンスのあり

方・・・国家、企業、市民社会の三者関係の

解明 

まず、本研究で最も重要かつ基礎的な作業

となるのが、ａ)の事例分析である。１)の典

型的な政策課税とは、政策目的実現のために

導入された政策課税を指し、アメリカで 1930

年代に実施された留保利潤税、日本で 1990

年代初頭に導入された地価税、為替の価値変

動を制御する目的で提案されているトービ

ン税、そして環境税がここで念頭に置かれて

いる実例である。２)の基幹税の政策利用と

は、税そのものは財源調達目的で導入されて

いるが、それを政策利用しているケースを指

す。累進所得税や法人課税における租税特別

措置などがこのケースに当たる。本研究では

これらの事例研究を通じて、それらがどのよ

うな政策目的に資するのか、その政策目的を

「租税」という政策手段によってどの程度効

果的に実現しえたのか、そして、それがもた

らした資源配分上、マクロ経済上、そして所

得分配上の効果はどうだったのかを解明す

る。ｂ)では、「政策手段としての租税」と「財

源調達手段としての租税」を概念上峻別しな

がら、ａ)で得られた知見をもとに、世界的

にもまだほとんど本格的に論じられていな

い、政策課税に関する理論の確立を目指す。

ｃ)では、国家の機能が、グローバル化と分

権化という形で変容を迫られている現実を

踏まえ、国家が租税という政策手段によって

政策目的を達成することが、どこまで可能な

のかを明らかにする。しかし他方で、経済を

コントロールする強大な役割を国家に与え

て、それを「リバイアサン化」させることを

避けねばならない。必要な場合には、国家が

経済を制御する政策課税を用いることに正

当性を付与する一方、市民が国家を牽制し、

その役割をチェックするような制度的仕組

みが必要である。つまり国家の側も、政策課

税を用いるに当たって恣意性を排除し、説明

責任と透明性を確立する必要がある。したが

って、本研究がｄ)において探求したいのは、

政策課税をめぐる合意形成の調達、その実施

ためのガバナンスの仕組みをいかに構築す

るかという課題であり、それを国家、企業、

市民社会という三者関係の中で解明してい

く点に、研究上の意義を求めることができる。 

 
３．研究の方法 
 
本研究では、研究目的を達成するために、

具体的な研究対象を累進所得税、地価税、そ

して「グローバル課税」の3点に絞って研究を

進めたい。これら研究対象の分析を進めてい

く上で、本研究は①文献研究によって、その

理論的根拠を明らかにし、②経済がグローバ

ル化する下で、とりわけ1980年代以降、これ

らの政策課税が主として先進各国でどのよう

な変容をこうむっているのかを解明し、③各

国比較研究によって、各国が経済のグローバ

ル化に対応して、どのような形で税制改革を

行って税制による再分配政策を再編成してい

るのかを解明する。このような比較研究によ

って各国租税政策の共通性を括り出すと同時

に、その相違を抽出することによって、日本

の税制改革論議への示唆を引き出すことにし



たい。 

累進所得税と地価税に関しては、前者を既

存税における政策利用の一典型、そして後者

を典型的な政策課税の実例として取り上げて

分析することを意図している。また、｢グロー

バル課税｣を取り上げるのは、次のような問題

意識からである。つまり、国連専門委員会で

提言されたトービン税や多国籍企業課税は、

国家間でその制度設計に関して調整を要する

点で、本質的に「グローバル課税」としての

性質を持っている。グローバル化が進展する

につれて、経済活動は国境を越えてますます

活発になる一方、課税主権は依然として国民

国家の枠内にとどまっている。21世紀中には、

この経済活動と課税主権の地理的範囲の相違

から来る矛盾が大きな問題となってくるだろ

う。グローバル化という趨勢の中で、国境を

超える経済活動を制御するための政策課税の

可能性と限界を明らかにし、なおかつそのよ

うな政策課税を支えるガバナンスのあり方を

構想するために、本研究では「グローバル課

税」のあり方を重要な研究対象として位置づ

ける。 

 本研究では、以上のように累進所得税、地

価税、そして「グローバル課税」の実証的な

分析を進め、そこから得られた知見を、「政

策課税論」の新たな構築のための知的作業に

フィードバックすることを計画している。つ

まり、政策課税の理論的根拠、その制度設計

のあり方、その租税論上の位置づけといった

論点は、理論研究のみによって明らかになる

わけではなく、さまざまな事例研究の実証的

な分析を積み重ね、そこから教訓を引き出す

ことを通じて「政策課税論」に関する理論的

基盤の構築を図っていく必要がある。したが

って本研究は、理論研究と実証研究の両側面

から政策課税の研究を進め、それら双方の成

果を、「政策課税論」構築のために生かして

いこうとする点に方法論上の特徴がある。 

各国比較に基づく政策課税の実証的な研

究を進めるため、本研究ではアメリカ、欧州、

日本の比較研究という方法を採用したい。欧

州ではとりわけ、北欧とドイツを研究対象と

する予定である。したがって初年度（平成18

年度）と 2 年目（平成 19 年度）には、アメ

リカとヨ－ロッパでの現地調査を予定して

いる。その具体的方法としては、まず研究課

題に関する既存の理論研究や実証研究のサ

－ベイを行い、その上に立って調査対象をか

なり具体的に絞り、アメリカおよびヨ－ロッ

パを訪れて、現地で研究機関・大学研究者・

中央政府および地方政府などを網羅的に訪

問して、意見交換と資料収集を行う、という

方法を取ることにしたい。 

  本研究は、平成18年度から20年度にかけて

3年計画で進めていきたいと考えている。初

年度である平成18年度は、累進所得税の研究

に重点を置いて実証的な研究を行う予定で

ある。1980年代以降のOECD諸国では共通して、

累進所得税のフラット化が進行し、各国の税

制による所得再分配機能は80年代以降低下

したとみられる。そこでまず、1980年代以降

の各国所得税制が、所得再分配機能を失った

のかどうか、また、失っていないとすればど

の程度低下したのかを検証する必要がある。

その上で、ドイツ、北欧、そしてアメリカで

この間に行われた税制改革を、グローバル化

に対応しつつも、所得再分配政策を再編成し

つつ生き残らせようとした試みと見て、その

実証研究を進めたいと考えている。とりわけ、

北欧の二元的所得税はそのような試みとし

て多くの研究者の注目を浴びているが、アメ

リカではクリントン政権期に累進性を高め

ることによって所得税の再分配機能を高め

ようとしたものの、傾向的にはその後、貯蓄

を所得課税ベースから控除する措置を拡大

し、事実上、所得課税ベースから支出課税ベ

ースへと移行を図っているように見受けら

れる。ドイツもまた、欧州経済統合が進行す

る中で、所得税改革論議が熱を帯び、フラッ

ト税化の提案も行われている。このように、

グローバル化の中で累進所得税は各国で岐

路に立っており、それを検証することは、グ

ローバル経済下における政策課税の可能性

を探るには最適の方法だと申請者は考えて

いる。 

次年度である平成19年度には、地価税の研

究に焦点を当てる予定である。地価税は、土

地保有の有利性を縮減するために導入され

たという点で、まさに政策課税の典型である。

富と所得の再分配効果を確実にするために

は、所得という「フロー」だけでなく、土地

という「ストック」保有を制御する必要があ

る。地価税は、とりわけ法人の投機目的によ

る土地保有を制御することによって、土地と

いう極めて公共性の高い生産要素の価格高

騰がもたらす資源配分の非効率性や分配の

不公平性を解決しようとした点で高い評価

を与えることができる。本研究では、この地

価税の意義と限界を解明したいと考えてい

る。この目的のために、地価税の導入論議を

再検討するとともに、それが実施されていた

期間に、地価税が日本の地価形成に与えたイ

ンパクトがどのようなものであったのか、評

価を試みる。そして、日本の地価税を客観的

に評価するためにも、それが資産課税として



の土地課税の国際比較の観点からみて、どの

ような特徴を有するのか、分析を進めること

にしたい。したがって、平成19年度には、政

策課税の観点から見た資産課税としての土

地課税、とりわけ地価税の検証を、国際比較

の枠組みの下で客観的に進める計画である。

このために、平成19年度には土地課税に焦点

を当てた現地調査を、やはり欧州とアメリカ

で行う予定である。 

 第3の柱である、「グローバル課税」はま

だ構想･議論の段階であり、具体的に導入さ

れ、現実に検証可能というわけではないので、

平成18～19年度を通じて主として文献研究

が主体となる。もちろん、このようなグロー

バル課税を提案する研究者は欧州にもアメ

リカにもいるので、累進所得税と土地課税の

調査の際に、グローバル課税の提案を試みて

いる興味深い研究者、研究機関を訪問し、ヒ

アリングと意見交換を試みるつもりである。 

 最後に第3年目(平成20年度)は、以上の実

証的な研究と文献研究に基づいて、その成果

をフィードバックして「政策課税論」の構築

を図る年度として位置づけられる。 

 
４．研究成果 
 
 本研究は、グローバル化の下でいわゆる

「租税競争」は生じていないこと、しかし包

括所得税から修正版包括的所得税への移行

とでも呼べる現象が起きていることを明ら

かにした。また、新しい公正課税の仕組みと

して、特に給付付き税額控除に着目した研究

を行ったが、この制度は当初、就労インセン

ティブの向上に主眼を置いたものの、後に貧

困問題解決のための再分配政策手段に傾斜

し、その意味で大きな成果を上げつつあるこ

とを明らかにした。 
 グローバル化の進行によって世界で大き

な問題になってきているのが若年失業者の

増大と所得格差の拡大である。これは、グロ

ーバル化によって世界規模で産業の再配置

が生じ、いわゆる「ものづくり産業」が先進

国から流出して中国をはじめとする途上国

に移転した結果、先進国では第2次世界大戦

後の高度成長期に製造業によって提供され

た雇用が縮小し、職がないか、あるいはあっ

たとしても不安定雇用の状況に置かれ続け

る若者が増えたことによる。このため、若年

失業者・非正規労働者の生活と所得をどのよ

うに支え、産業構造の転換に適応させていく

かが先進各国の大きな政策課題となってい

る。 

 この問題への1つの有力な回答は、「ベー

シックインカム(基本所得)」の導入であろう。

これは、全ての個人に無条件で定額の給付を

行うという新しい社会保障の考え方で、例え

ば毎月1人あたり10万円のような形で全国民

に政府から給付が行われる。この場合、基礎

年金、雇用保険、生活保護などは廃止され、

ベーシックインカムに置き換えられること

になる。その利点は、給付に条件を付けない

ため、その人が労働しているか否か(あるい

は労働の意思を持っているか否か)、多額の

資産を持っているか否かに関わらず、すべて

の個人に一定の所得を保障できる点にある。

結果として、生活保護などで行われる資力調

査(ミーンズテスト)も必要なくなり、それが

引き起こす「スティグマ(汚名や烙印を押さ

れているように感じてしまうこと)」も回避

することができる。このアイディアにはさま

ざまな批判もあり、労働と給付を切り離すこ

とについての社会的合意も得られていない

ために、まだ導入された国はない。とはいえ

近年、産業構造転換にともなう若年失業者・

非正規労働者の問題が深刻化するにつれて、

有力な政策思想として影響力を増しつつあ

る。 

 これに対して、現実に各国で導入が進みつ

つあるのが、労働と給付を結び付ける「給付

付き税額控除」である。これは、低所得者の

就労意欲を促すよう労働時間の増加ととも

に手取り所得(勤労所得+給付額)が増加する

よう設計された給付制度である。これは1990

年代以降、アメリカやイギリスをはじめとし

て世界各地に広がり、日本でも政府税調など

で導入論議が活発化している。この制度が普

及する背景には、旧来の福祉国家が「貧困の

わな」や「失業のわな」を生み出していると

いう批判がある。そこで、これらの問題を解

決しながら低所得者の就労意欲と所得保障

を両立させる給付のあり方として、ミルト

ン・フリードマンの「負の所得税」構想に起

源をもつ「給付付き税額控除」が構想された

というわけである。 

 従来、所得税は課税最低限以下の所得層に

対して非課税とする以上の対応を行うことが

できなかったが、「給付付き税額控除」の導

入によって、課税最低限以下の人々に対して

も所得情報に基づきながら給付を行うことで

貧困対策のための政策手段として機能する途

が開かれた。OECDも指摘するように、給付付

き税額控除は世界における所得税改革の重要

論点の1つになりつつある。 

本研究は、イギリスの給付付き税額控除は、

当初はワークフェアの一環として就労イン

センティブの向上を主眼に置いたが、いった



ん導入されるとその目的は貧困問題、とりわ

け子供の貧困問題の解決に焦点が当てられ

るようになり、再分配に傾斜していったこと

を明らかにしてきた。特に2003年改革は給付

の顕著な充実をみた点で1つの到達点をなす。

したがって、この制度は、「就労インセンテ

ィブを阻害しないよう設計された再分配の

ための政策手段」(財政研究所(Institute fo

r Fiscal Studies[IFS])のブリューアー氏

による評価)と位置づけるのが妥当であろう。 

 このことは、給付付き税額控除が、従来か

ら批判的にみられてきたように、必ずしも給

付削減のための手段として活用されるとは

限らず、反対に、対象を絞った上での給付拡

大の手段にすらなりうることを示している。

したがってイギリスの経験は、給付付き税額

控除を組み込むような所得税改革を実行す

ることが、貧困問題に対して万能でないにし

てもかなり有効な対処法であることを示し

てくれている。また、グローバル化は所得税

のフラット化への圧力を強めているが、他方

で、本章で検討したような形で所得税制が貧

困問題へアプローチできることが明らかに

なった点は、「グローバル化時代の公平課税

とは何か」という問題を考える上で非常に示

唆的だと思われる。 
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